
敦賀発電所２号炉

ボーリング柱状図の記事欄に係るご指摘への回答

補足説明資料３
シームについて

令和２年６月４日

日本原子力発電株式会社

資料２-２-３

令和２年５月１３日提出の資料と同じ

補足3-1



余白

補足3-2



目 次（補足説明資料３）

補足3-3



目 次（補足説明資料３）

補足3-4



目 次（補足説明資料３）

補足3-5



余白

補足3-6



柱状図における「シーム」の記載とその性状（H19-No.2孔 深度49.81m）

49

50

50 51

49

48

・粘土状を呈するが，幅は一定ではなく直線性に乏しい。また，周囲の岩盤中の粒子の定向配列は認められないことから，破砕部ではないと判断した。

委託報告書
(平成19年)

設置許可申請書
(平成27年11月)

審査資料
(平成29年12月22日)設置許可申請書案

0 5 cm

凡 例

：シーム

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書案
設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

深度49.81m：シーム。傾斜53度。幅1～5mm，暗褐色粘土状。 記載なし 記載なし 記載なし
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柱状図における「シーム」の記載とその性状（H19-No.2孔 深度73.67m）

73

74
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72

・一部で礫混じり粘土状を呈するが，礫に定向配列は認められない。また，周囲の岩盤に劣化が認められないことから，破砕部ではないと判断した。

委託報告書
(平成19年)

設置許可申請書
(平成27年11月)

審査資料
(平成29年12月22日)設置許可申請書案

0 5 cm

凡 例

：シーム

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書案
設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

深度73.67m：シーム。傾斜54度。幅2～4mm，灰白・暗褐色粘土
状。

記載なし 記載なし 記載なし

補足3-8



柱状図における「シーム」の記載とその性状（H19-No.2孔 深度95.54m）

95

96

96 97

95
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・一部で礫混じり粘土状を呈するが，礫に定向配列は認められないことから，破砕部ではないと判断した。

委託報告書
(平成19年)

設置許可申請書
(平成27年11月)設置許可申請書案

0 5 cm

凡 例

：シーム

審査資料
(平成29年12月22日)

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書案
設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

深度95.54m：シーム。傾斜39度。幅5mm，明褐色粘土状。 記載なし 記載なし 記載なし
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柱状図における「シーム」の記載とその性状（H19-No.2孔 深度146.45m）

146

147

147
148

146
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・シルト状を呈するが，その分布は屈曲しており直線性に乏しい。
また，周囲の岩盤中の粒子の定向配列は認められないことから，破砕部ではないと判断した。

委託報告書
(平成19年)

設置許可申請書
(平成27年11月)設置許可申請書案

0 5 cm

凡 例

：シーム

審査資料
(平成29年12月22日)

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書案
設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

深度146.45m：シーム。傾斜45度。幅2mm，褐色シルト状。 記載なし 記載なし 記載なし
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柱状図における「シーム」の記載とその性状（H19-No.2孔 深度147.25m）

147

148
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147
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・147.25～147.58mの区間は，シームを含め破砕部と同系統の低角な割れ目が分布し，147.06～147.25mの区間は組織が不明瞭になっていることから，一
連の破砕部であると判断した（平成20年破砕部再観察結果）。

委託報告書
(平成19年)

設置許可申請書
(平成27年11月)

審査資料
(平成29年12月22日)設置許可申請書案

0 5 cm

凡 例

：シーム

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書案
設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

深度147.04～147.06m：破砕帯(Hc)。上盤23度，下盤34度。幅
23mm，明灰色シルト質砂状。
深度147.06～147.20m：変質帯。上盤34度。砂状～砂質シルト
状。
深度147.25m：シーム。傾斜25度，幅2～4mm，灰白色礫混じり
シルト状。
深度147.25～147.58m：変質帯。上盤25度，下盤38度。灰白色
網目状。

●147.04～147.06m
・破砕部である。
・明灰色のシルト質砂状を呈する。
・明灰色のシルト質砂：累計厚23mm
・走向・傾斜はN31°W70°Wである。
・上盤境界の傾斜は23°，下盤境界の傾斜は34°である。
147.06～147.20m
・変質している。
・砂状～砂質シルト状を呈する。
・上端境界の傾斜は34°である。
147.25～147.58m
・変質している。
・灰白色粘土が網目状に分布する。上端境界に幅2～4mmの灰
白色礫混じりシルトを挟む。
・上端境界の傾斜は25°，下端境界の傾斜は38°である。

●147.04～147.06m
・破砕部である。
・明灰色のシルト質砂状を呈する。
・明灰色のシルト質砂：累計厚23mm
・走向・傾斜はN31°W70°Wである。
・上盤境界の傾斜は23°，下盤境界の傾斜は34°である。
147.06～147.20m
・変質している。
・砂状～砂質シルト状を呈する。
・上端境界の傾斜は34°である。
147.25～147.58m
・変質している。
・灰白色粘土が網目状に分布する。上端境界に幅2～4mmの灰
白色礫混じりシルトを挟む。
・上端境界の傾斜は25°，下端境界の傾斜は38°である。

●147.04～147.48m(D-20破砕帯)
・破砕部である。
・主ににぶい黄橙色の固結礫状部及び固結砂状部からなる。
・明灰色の未固結粘土状部：累計幅2.3cm
・走向・傾斜はN31°W70°Wである。
・上端境界の傾斜は23°，下端境界の傾斜は34°である。
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柱状図における「シーム」の記載とその性状（H19-No.2孔 深度174.74m）

174

175

175 176
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173

・礫～シルト状を呈するが，その分布は殲滅し連続性に乏しいことから，破砕部ではないと判断した。

委託報告書
(平成19年)

設置許可申請書
(平成27年11月)設置許可申請書案

0 5 cm

凡 例

：シーム

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書案
設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

深度174.74m：シーム。傾斜35度。幅5mm，礫～シルト状。 記載なし 記載なし 記載なし

審査資料
(平成29年12月22日)
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柱状図における「シーム」の記載とその性状（H19-No.2孔 深度175.96m）

175

176

176 177

175

174

・粘土状を呈するが，幅は一定ではなく直線性に乏しい。また，周囲の岩盤に劣化が認められないことから，破砕部ではないと判断した。

委託報告書
(平成19年)

設置許可申請書
(平成27年11月)設置許可申請書案

0 5 cm

凡 例

：シーム

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書案
設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

深度175.96m：シーム。傾斜15度。幅3～5mm，明褐灰色砂質シ
ルト状。

記載なし 記載なし 記載なし

審査資料
(平成29年12月22日)

補足3-13



柱状図における「シーム」の記載とその性状（H19-No.2孔 深度183.61m）

183

184

184 185

183

182

・砂混じり砂質シルト状を呈するが，その分布は網目状である。また，周囲の岩盤に劣化が認められないことから，破砕部ではないと判断した。

委託報告書
(平成19年)

設置許可申請書
(平成27年11月)設置許可申請書案

審査資料
(平成29年12月22日)

0 5 cm

凡 例

：シーム

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書案
設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

深度183.61m：シーム。傾斜42度。幅2～4mm，砂混じり黒褐色
シルト状。白色筋状の構造有り。正断層的センス。

記載なし 記載なし 記載なし

補足3-14



柱状図における「シーム」の記載とその性状（H19-No.2孔 深度204.22m）

204
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205 206
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・砂状を呈するが，その分布は局所的であり連続性に乏しいことから，破砕部ではないと判断した。

委託報告書
(平成19年)

設置許可申請書
(平成27年11月)設置許可申請書案

0 5 cm

凡 例

：シーム

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書案
設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

深度204.22m：シーム。傾斜16度，幅0.1mm暗灰色砂状。傾斜
20度の節理が見かけ0.2cm逆断層的にずれる。

記載なし 記載なし 記載なし

審査資料
(平成29年12月22日)

補足3-15



柱状図における「シーム」の記載とその性状（H19-No.2孔 深度215.98m）

215

216

216 217
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・砂質シルト状を呈するが，上端境界は凹凸が見られ，下端境界は漸移的で直線性に乏しいことから，破砕部ではないと判断した。

委託報告書
(平成19年)

設置許可申請書
(平成27年11月)

審査資料
(平成29年12月22日)設置許可申請書案

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書案
設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

深度215.98m：シーム。傾斜37度，幅5～7mm，灰白色砂質シル
ト状。

記載なし 記載なし 記載なし

0 5 cm

凡 例

：シーム

補足3-16



柱状図における「シーム」の記載とその性状（H19-No.3孔 深度10.00m）

10
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・粘土状を呈するが，その分布は局所的であり連続性に乏しいことから，破砕部ではないと判断した。

委託報告書
(平成19年)

審査資料
(平成30年11月30日)審査資料案

0 5 cm

凡 例

：シーム

委託報告書
（平成19年）

審査資料案
審査資料

（平成30年11月30日）

深度10.00m：シーム。傾斜75度，幅0.5mm，粘土状。 記載なし 記載なし

補足3-17



柱状図における「シーム」の記載とその性状（H19-No.3孔 深度10.08m）

10
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9

・粘土状を呈するが，その分布は殲滅し連続性に乏しいことから，破砕部ではないと判断した。

委託報告書
(平成19年)

審査資料
(平成30年11月30日)審査資料案

0 5 cm

凡 例

：シーム

委託報告書
（平成19年）

審査資料案
審査資料

（平成30年11月30日）

深度10.08m：シーム。傾斜75度，幅0.5mm，暗褐色粘土状。
節理多く，節理に沿って黒褐色シルト～砂を挟む。

記載なし 記載なし

補足3-18



柱状図における「シーム」の記載とその性状（H19-No.3孔 深度42.81m）

42
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・同系統の割れ目に沿って，原岩組織が不明瞭となる部分が分布していることから，破砕部として認定した。
直線的・連続的な粘土状部の分布が認められないことから，カタクレーサイトであると判断した（平成20年破砕部再観察結果）。

委託報告書
(平成19年)

審査資料
(平成30年11月30日)審査資料案

0 5 cm

凡 例

：シーム

委託報告書
（平成19年）

審査資料案
審査資料

（平成30年11月30日）

深度42.81m：シーム。傾斜20度，幅7mm,黒褐、褐灰色主体、一
部黄灰色粘土状。傾斜52度の変質部と交差する。

●42.75～42.81m（f-2-10破砕帯）
・破砕部である。
・浅黄色の固結礫状部からなる。
・走向・傾斜はN17°E77°Wである。
・フィルム状の粘土を挟在する。

●42.75～42.81m（f-2-10破砕帯）
・破砕部である。
・浅黄色の固結礫状部からなる。
・走向・傾斜はN17°E77°Wである。
・フィルム状の粘土を挟在する。

補足3-19



柱状図における「シーム」の記載とその性状（H19-No.3孔 深度54.60m）

54

55
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・粘土状及び砂状を呈するが，その分布は殲滅し連続性に乏しい。
また，周囲の岩盤中の粒子の定向配列は認められないことから，破砕部ではないと判断した。

委託報告書
(平成19年)

審査資料
(平成30年11月30日)審査資料案

0 5 cm

凡 例

：シーム

委託報告書
（平成19年）

審査資料案
審査資料

（平成30年11月30日）

深度54.60m：シーム。傾斜70度，幅5mm,暗褐色粘土状。上盤に
幅0.7cmの灰白色砂状変質部を伴う。

記載なし 記載なし

補足3-20



柱状図における「シーム」の記載とその性状（H19-No.4孔 深度22.59m）

22
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・粘土状を呈するが，その分布は殲滅し連続性に乏しいことから，破砕部ではないと判断した。

委託報告書
(平成19年)

設置許可申請書
(平成27年11月)設置許可申請書案

審査資料
(平成29年12月22日)

0 5 cm

凡 例

：シーム

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書案
設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

深度22.59m：シーム。傾斜55度。幅2mm，淡黄灰色粘土状。 記載なし 記載なし 記載なし

補足3-21



柱状図における「シーム」の記載とその性状（H19-No.4孔 深度34.38m）

34

35
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・下端面に沿って縞状の構造が認められ，細礫混じり砂状部を伴うことから，周囲の割れ目の多い部分を含め破砕部として認定した。
直線的・連続的な粘土状部の分布が認められないことから，カタクレーサイトであると判断した（平成20年破砕部再観察結果）。

委託報告書
(平成19年)

設置許可申請書
(平成27年11月)設置許可申請書案

審査資料
(平成29年12月22日)

0 5 cm

凡 例

：シーム

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書案
設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

深度34.24～34.38m：変質帯。上盤68度，下盤56度。砂状化し，
脆くなる。
深度34.38m：シーム。傾斜56度。幅3mm，灰褐色と灰白色シル
トの互層状。

34.24～34.38m
・変質している。
・砂状を呈する。下端境界に幅3mmの灰褐～灰白色シルトを挟
む。
・上端境界の傾斜は68°，下端境界の傾斜は56°である。

34.24～34.38m
・変質している。
・砂状を呈する。下端境界に幅3mmの灰褐～灰白色シルトを挟
む。
・上端境界の傾斜は68°，下端境界の傾斜は56°である。

●34.24～34.38m（f-2-12破砕帯）
・破砕帯である。
・灰白色の固結礫状部からなる。
・走向・傾斜はN12°E73°Wである。
・下端境界の傾斜は56°である。

補足3-22



柱状図における「シーム」の記載とその性状（H19-No.4孔 深度51.38m）

51
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・シルト状を呈するが，周囲の岩盤中の粒子の定向配列は認められないことから，破砕部ではないと判断した。

委託報告書
(平成19年)

設置許可申請書
(平成27年11月)設置許可申請書案

審査資料
(平成29年12月22日)

0 5 cm

凡 例

：シーム

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書案
設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

深度51.38m:シーム。傾斜16度。幅1mm,明褐色シルト状。 記載なし 記載なし 記載なし

補足3-23



柱状図における「シーム」の記載とその性状（H19-No.4孔 深度52.24m）

52
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・一部で礫混じりシルト状を呈するが，礫に定向配列は認められないことから，破砕部ではないと判断した。

委託報告書
(平成19年)

設置許可申請書
(平成27年11月)設置許可申請書案

0 5 cm

凡 例

：シーム

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書案
設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

深度52.24m：シーム。傾斜48度。幅3mm，褐色シルト状。 記載なし 記載なし 記載なし

審査資料
(平成29年12月22日)

補足3-24



柱状図における「シーム」の記載とその性状（H19-No.4孔 深度100.21m,100.67m）

100

101

101
102
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99

【深度100.21m】
・一部で礫混じりシルト状を呈するが，礫に定向配列は認められないことから，破砕部ではないと判断した。

【深度100.67m】
・シルト状を呈するが，岩片によりその分布が途切れ連続性に乏しいことから，破砕部ではないと判断した。

委託報告書
(平成19年)

設置許可申請書
(平成27年11月)

審査資料
(平成29年12月22日)設置許可申請書案

0 5 cm

凡 例

：シーム

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書案
設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

深度100.21m：シーム。傾斜37度。幅7～10mm，黒褐・明褐色シ
ルト状。
深度100.21～100.43m：変質帯。上盤37度，下盤不明。全体に
軟質化し脆い。
深度100.43～100.67m：変質帯。上盤不明，下盤48度。シルト混
じり礫状～礫混じりシルト状。
深度100.67m：シーム。傾斜48度。幅6mm，灰色シルト状。
深度100.67～100.75m：変質帯。上盤48度，下盤56度。軟質化
する。アプライト，上位との境界不明瞭。

100.21～100.75m
・変質している。
・浅黄色を呈し，軟質化している。
・上端境界に幅7～10mの黒褐・明褐色シルトを挟む。100.67m
に傾斜48°，幅6mmの灰色シルトを挟む。
・上端境界の傾斜は37°，下端境界の傾斜は56°である。

100.21～100.75m
・変質している。
・浅黄色を呈し，軟質化している。
・上端境界に幅7～10mの黒褐・明褐色シルトを挟む。100.67m
に傾斜48°，幅6mmの灰色シルトを挟む。
・上端境界の傾斜は37°，下端境界の傾斜は56°である。

100.21～100.75m
・変質している。
・浅黄色を呈し，軟質化している。
・上端境界に幅7～10mmの黒褐・明褐色シルトを挟む。

補足3-25



柱状図における「シーム」の記載とその性状（H19-No.4孔 深度153.12m）

153
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・シルト状を呈するが，その分布は殲滅し連続性に乏しい。また，周囲の岩盤に劣化が認められないことから，破砕部ではないと判断した。

委託報告書
(平成19年)

設置許可申請書
(平成27年11月)

審査資料
(平成29年12月22日)設置許可申請書案

0 5 cm

凡 例

：シーム

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書案
設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

深度153.12m：シーム。傾斜30度,幅1mm，黄灰色シルト状。 記載なし 記載なし 記載なし

補足3-26



柱状図における「シーム」の記載とその性状（H19-No.4孔 深度228.30m）

228

229

229
230

228

227

・礫状を呈するが礫に定向配列は認められず，周囲の岩盤に劣化が認められないことから，破砕部ではないと判断した。
・上盤側の岩盤は機械割れにより乱れている。

委託報告書
(平成19年)

設置許可申請書
(平成27年11月)設置許可申請書案

審査資料
(平成29年12月22日)

0 5 cm

凡 例

：シーム

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書案
設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

深度228.30m：シーム。傾斜69度，幅5～7mm，礫状。 記載なし 記載なし 記載なし

補足3-27



柱状図における「シーム」の記載とその性状（H19-No.5孔 深度67.52m）
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・礫混じりシルト混じり砂状を呈するが，その分布は殲滅し連続性に乏しく，周囲の岩盤に劣化が認められないことから破砕部ではないと判断した。

委託報告書
(平成19年)

審査資料
(平成30年11月30日)審査資料案

委託報告書
（平成19年）

審査資料案
審査資料

（平成30年11月30日）

深度67.52m：シーム。傾斜80度，幅4～8mm。黄灰色礫混じりシル
ト混じり砂状。下盤側部分的に幅2mmの石英脈を挟む。

記載なし 記載なし

0 5 cm

凡 例

：シーム

補足3-28



柱状図における「シーム」の記載とその性状（H19-No.5孔 深度71.66m）
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・粘土状を呈するが，その分布は湾曲し直線性に乏しいことから，破砕部ではないと判断した。

委託報告書
(平成19年)

審査資料
(平成30年11月30日)審査資料案

0 5 cm

凡 例

：シーム

委託報告書
（平成19年）

審査資料案
審査資料

（平成30年11月30日）

深度71.66m：シーム。傾斜50度，幅1～3mm暗褐色粘土状。逆
断層センスの構造有り。

記載なし 記載なし

補足3-29



柱状図における「シーム」の記載とその性状（H19-No.5孔 深度119.02～119.03m）

119

120

120
121

119

118

・礫混じり砂状を呈するが礫に定向配列は認められず，周囲の岩盤に劣化が認められないことから，破砕部ではないと判断した。

委託報告書
(平成19年)

審査資料
(平成30年11月30日)審査資料案

0 5 cm

凡 例

：シーム

委託報告書
（平成19年）

審査資料案
審査資料

（平成30年11月30日）

深度119.02～119.03m：シーム。傾斜40～45度，幅5～10mm，
暗灰色礫混じり砂状。

記載なし 記載なし

補足3-30



柱状図における「シーム」の記載とその性状（H19-No.6孔 深度71.62m）
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・シルト状を呈するがその分布は殲滅し連続性に乏しいことから，破砕部ではないと判断した。

委託報告書
(平成19年)

審査資料
(平成30年11月30日)審査資料案

0 5 cm

凡 例

：シーム

委託報告書
（平成19年）

審査資料案
審査資料

（平成30年11月30日）

深度71.62m：シーム。傾斜72度。幅5～10mm，明灰色シルト中
に厚さ1mm以下の暗褐色シルトが挟在。

71.62m
・変質している。
・幅5～10mm，明灰色シルト中に幅1mm以下の暗褐色シルトが
挟在。

71.62m
・変質している。
・幅5～10mm，明灰色シルト中に幅1mm以下の暗褐色シルトが
挟在。

補足3-31



柱状図における「シーム」の記載とその性状（H19-No.6孔 深度88.94m）
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・周囲の岩盤に劣化が認められないことから，破砕部ではないと判断した。

委託報告書
(平成19年)

審査資料
(平成30年11月30日)審査資料案

0 5 cm

凡 例

：シーム

委託報告書
（平成19年）

審査資料案
審査資料

（平成30年11月30日）

深度88.94m：シーム。傾斜51度。幅3～10mm，礫混じり黒褐色
シルト状。

88.94m
・変質している。
・礫混じり黒褐色シルト状を呈する。

88.94m
・変質している。
・礫混じり黒褐色シルト状を呈する。

補足3-32



柱状図における「シーム」の記載とその性状（H19-No.6孔 深度101.70～101.72m）
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・シルト状を呈するがその分布は殲滅し連続性に乏しいことから，破砕部ではないと判断した。

委託報告書
(平成19年)

審査資料
(平成30年11月30日)審査資料案

0 5 cm

凡 例

：シーム

委託報告書
（平成19年）

審査資料案
審査資料

（平成30年11月30日）

深度101.12～101.53m：変質帯。上盤62度，下盤8度。幅1～
2cm以下の節理密集。
深度101.53～101.70m：変質帯。上盤8度，下盤67度。砂・礫
状。
深度101.70～101.72m：シーム。傾斜67度。幅3～10mm，明黄
褐色礫混じりシルト状。
深度101.72～102.30m：変質帯。上盤67度，下盤8度。暗黄灰色
を呈し，軟質化。
深度102.30～102.86m：変質帯。上盤8度，下盤64度。礫混じり
砂質シルト状。
深度102.86m：シーム。傾斜64度。幅1～2mm，明黄色シルト
状。
深度103.25m：シーム。傾斜85度。幅3～9mm，黒褐色砂質シル
ト～シルト混じり砂状。
深度105.37m:シーム。傾斜63度。幅0.3mm,黒色シルト状。

101.12～105.37m
・変質している。
・シルト状を呈する。

101.12～105.37m
・変質している。
・シルト状を呈する。

補足3-33



柱状図における「シーム」の記載とその性状（H19-No.6孔 深度102.86m）
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・シルト状を呈するが，その分布は局所的であり連続性に乏しいことから，破砕部ではないと判断した。

委託報告書
(平成19年)

審査資料
(平成30年11月30日)審査資料案

0 5 cm

凡 例

：シーム

委託報告書
（平成19年）

審査資料案
審査資料

（平成30年11月30日）

深度101.12～101.53m：変質帯。上盤62度，下盤8度。幅1～
2cm以下の節理密集。
深度101.53～101.70m：変質帯。上盤8度，下盤67度。砂・礫
状。
深度101.70～101.72m：シーム。傾斜67度。幅3～10mm，明黄
褐色礫混じりシルト状。
深度101.72～102.30m：変質帯。上盤67度，下盤8度。暗黄灰色
を呈し，軟質化。
深度102.30～102.86m：変質帯。上盤8度，下盤64度。礫混じり
砂質シルト状。
深度102.86m：シーム。傾斜64度。幅1～2mm，明黄色シルト
状。
深度103.25m：シーム。傾斜85度。幅3～9mm，黒褐色砂質シル
ト～シルト混じり砂状。
深度105.37m:シーム。傾斜63度。幅0.3mm,黒色シルト状。

101.12～105.37m
・変質している。
・シルト状を呈する。

101.12～105.37m
・変質している。
・シルト状を呈する。

補足3-34



柱状図における「シーム」の記載とその性状（H19-No.6孔 深度103.25m）
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凡 例
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・シルト状を呈するが，網目状の分布を示し連続性や直線性に乏しい。
また，一部で礫状となるが礫に定向配列は認められないことから，破砕部ではないと判断した。

委託報告書
(平成19年)

審査資料
(平成30年11月30日)審査資料案

委託報告書
（平成19年）

審査資料案
審査資料

（平成30年11月30日）

深度101.12～101.53m：変質帯。上盤62度，下盤8度。幅1～
2cm以下の節理密集。
深度101.53～101.70m：変質帯。上盤8度，下盤67度。砂・礫
状。
深度101.70～101.72m：シーム。傾斜67度。幅3～10mm，明黄
褐色礫混じりシルト状。
深度101.72～102.30m：変質帯。上盤67度，下盤8度。暗黄灰色
を呈し，軟質化。
深度102.30～102.86m：変質帯。上盤8度，下盤64度。礫混じり
砂質シルト状。
深度102.86m：シーム。傾斜64度。幅1～2mm，明黄色シルト
状。
深度103.25m：シーム。傾斜85度。幅3～9mm，黒褐色砂質シル
ト～シルト混じり砂状。
深度105.37m:シーム。傾斜63度。幅0.3mm,黒色シルト状。

101.12～105.37m
・変質している。
・シルト状を呈する。

101.12～105.37m
・変質している。
・シルト状を呈する。

補足3-35



柱状図における「シーム」の記載とその性状（H19-No.6孔 深度105.37m）
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・シルト状を呈するが，その分布は局所的であり連続性に乏しいことから，破砕部ではないと判断した。

委託報告書
(平成19年)

審査資料
(平成30年11月30日)審査資料案

0 5 cm

凡 例

：シーム

委託報告書
（平成19年）

審査資料案
審査資料

（平成30年11月30日）

深度101.12～101.53m：変質帯。上盤62度，下盤8度。幅1～
2cm以下の節理密集。
深度101.53～101.70m：変質帯。上盤8度，下盤67度。砂・礫
状。
深度101.70～101.72m：シーム。傾斜67度。幅3～10mm，明黄
褐色礫混じりシルト状。
深度101.72～102.30m：変質帯。上盤67度，下盤8度。暗黄灰色
を呈し，軟質化。
深度102.30～102.86m：変質帯。上盤8度，下盤64度。礫混じり
砂質シルト状。
深度102.86m：シーム。傾斜64度。幅1～2mm，明黄色シルト
状。
深度103.25m：シーム。傾斜85度。幅3～9mm，黒褐色砂質シル
ト～シルト混じり砂状。
深度105.37m:シーム。傾斜63度。幅0.3mm,黒色シルト状。

101.12～105.37m
・変質している。
・シルト状を呈する。

101.12～105.37m
・変質している。
・シルト状を呈する。

補足3-36


